
令和３年度　施策評価シート
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　区内における 刑法犯の認知件数は着実に減少し、区民の体感治安も向上していることか
ら、防犯カメラの設置助成や客引き防止対策等の防犯対策事業の成果が現れている。
　しかし、いわゆる特殊詐欺被害が増加するなど犯罪の手口が巧妙化していること、また、
区内観光施設も増えており、今後益々多くの来街者が見込まれることから、これまでの対策
の改善を図りつつ、新たな事業についても積極的に取り組んでいく必要がある。

R2 105,770

　新型コロナウイルス感染症の拡大等による犯罪傾向の変化が想定されることから、さらなる安全・安心対策に取り組む必
要があり、既存事業についてはより効率的に実施していく必要がある。

実績

総事業費推移（千円）

2848 2617

４　今後の施策の運営方針

【今後の具体的な方針】

施策の戦略的方向性

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

(３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。

評価結果

理由

　コロナ禍ではあるが刑法犯の認知件数が減少し、区民の体感治安の向上が見られていることから、一定の成果が出
ている。

【上記の判断理由】

○

評価

Ｂ

指　標　名

基準年(H28)

施策 413 地域で連携し、犯罪抑止力・対応力を高める

施策の目標

R7H30 R1

刑法犯の認知件数

基本目標

政策 410 災害や犯罪から身を守る、安全・安心なまちとしくみをつくる

R2 R3 R4 R5 R6
22.0

H29

指　標　名 体感治安について肯定的評価をした区民の割合

安心して暮らせる「すみだ」をつくるⅣ

　区民と区内事業者が連携した地域の力でさまざまな防犯対策に取り組むことに
より、犯罪が未然に抑止され、すべての人が安全で安心な暮らしをしています。

１ 基本計画における成果指標の状況

20.0

22.8

目標

実績

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

指標の推移・施策の課題や問題点について記述

2368

R2 R3

26.0

27.1

R4 R5 R6 R7
目標 3,200 3283

基準年(H28) H29 H30 R1
3240 3199 3200

3,172 1896

３ 施策の評価及び判断理由

R1

H30

115,774

89,119

　防犯対策においては、関係機関や地域との連携が不可欠であり、新たな課題の解決に向け、地域防犯力のさらなる強化
が図れる事業を中心に施策を展開していく。
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歳　出
総　額
（千円）

事務事業名番号
人コスト
（千円）

年度目標値

年度実績値

直近の評価内容

評価結果
歳　出
決算額
（千円）

1
安全・安心まちづくり推進事
業

105,770 11,642

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

117,412

目的に対する指標

評価対象年度

現状維持

令和二年度

3200

1896



施 策 413

事 業 名

根 拠 法 令

関 連 計 画

実 施 基 準 実施方法 直営

事 業 内 容

議 会 質 問

の 状 況

そ の 他

特 記 事 項

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

95,626 102,634 99,037 123,950 124,648 110,214

86,319 97,945 89,119 115,774 105,770 110,214

86,319 97,945 89,119 115,774 105,770 110,214

90.3% 95.4% 90.0% 93.4% 84.9% 100.0%

12,797 11,359 11,642

86,319 97,945 101,916 127,133 117,412

主な事業費用の説明

B.人コスト

総事業決算額（A+B）

生活安全推進協議会の実施、地域安全指導員による巡回指導、すみだ防犯セン
ター運営、防犯パトロールカー運用経費、墨田区地域連携治安改善サポート事
業補助費、客引き行為等防止事業費、特殊詐欺対策経費等。

経 過

区独自基準

地域で連携し、犯罪抑止力・対応力を高める 部内優先順位

安全・安心まちづくり推進事業 1

  平成18年1月に「墨田区安全で安心なまちづくり推進条例」を施行し、地域防犯力の向上を図るため、防犯カメラの設
置・維持経費助成事業、地域安全マップ作成事業、すみだ防犯センターの運営等、様々な施策を実施している。
　なお、平成26年12月に「墨田区客引き行為等の防止に関する条例」を施行、平成28年12月には改正条例を施行(規
制強化)し、客引き行為等の防止を図っている。

墨田区安全で安心なまちづくり推進条例
墨田区地域連携治安改善サポート事業補助金交付要綱

１　犯罪抑止効果が高い防犯カメラの設置・維持経費助成事業の実施／２　地域における防犯活動の核となるリー
ダーを養成するため、地域防犯リーダー養成講座を実施／３　地域が持つ犯罪発生要因を分析する力を養うため、地
域安全マップ作成事業を実施／４　地域における自主的な防犯パトロールを実施する個人・団体に防犯パトロール用
品を支給／５　区民の防犯意識啓発のためのチラシ等の作成／６　防犯協会等への補助／７　青色防犯パトロール
カー2台による区内巡回警備の実施／８　すみだ防犯センターの運営／９　暴力団排除推進活動の実施／１０　東京ス
カイツリー周辺の夜間警備事業／１１　客引き行為等防止事業の実施

開始年度 平成15年度 終了予定

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

予算・決算額推移（千円）

予算現額（事業費）

A.決算額（令和３年度は見込み）

国

都

その他

財 源

執行率（％）

一般財源

予算書P（令和3年度） 執行実績報告書P（令和2年度）P112   14　((4)を除く) P46 13 ((4)を除く)

目 的 区民の生活安全に関する意識の向上を図るとともに、地域における犯罪、火災、事故を
防止するための自主的な活動を推進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

人員体制・委託先

主管課・係（担当）

安全支援課安全支援課

3563

対 象 者 区民



指　標 単　位 台

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 390 455 495 535

実績 390 447 485 556

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 575 615 655 695 730 765

実績 572

指　標 単　位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 3310 3283 3240 3199

実績 3172 2848 2617 2368

R2 R3 R4 R5 R6 R7

目標 3200 3093 3032 2971 2912 2800

実績 1896

現状維持

課題・問題点

　既存事業については更なる効率化などの改善を図り、また、新たな手口の犯罪にも対応していく必要がある。

手 段 に

対 す る 指 標

( 活 動 指 標 )

防犯カメラの設置台数

765 7

指標の選定理由及び目標値の理由

  防犯カメラの設置助成では、防犯パトロール等の実施を条件としており、設置台数を把握することにより、防犯活動を
実施する地域団体が増えていくことが確認できる。

目 的 に

対 す る 指 標

( 成 果 指 標 )

刑法犯の認知件数

2800 7

指標の選定理由及び目標値の理由

　区内刑法犯の認知件数が減少することで、安全・安心なまちづくりの進展が確認できる。

地域で連携し、犯罪抑止力・対応力を高めていくには、地域と密接に関わりを
持った事業展開を進めていく必要があるため。また、防犯カメラの設置は地域
の町会等からの要望によるもので設置の主体は行政ではなく、地域の町会等
である。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の

成 果



補 助 金

名 称

根拠法令

補助概要

目 的

対 象

基 準

補助条件

議会質問

の状況

その他

特記事項

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

41,373 42,690 38,552 64,475 55,191 43,323

33,089 40,982 30,618 58,050 48,578 43,323

33,089 40,982 30,618 58,050 48,578 43,323

80.0% 96.0% 79.4% 90.0% 88.0% 100.0%

協議会（複数の地域団体）が事業実施計画に基づいて行う、防犯設備等の整備経費及
び維持経費に対する補助。

地域連携治安改善サポート事業補助金 主管課・係（担当）

墨田区地域連携治安改善サポート事業補助金交付要綱 安全支援課安全支援係

3563

協議会が継続して行う地域の見守り活動を支援し、安全で安心なまちづくりを推進する。

協議会（複数の地域団体(町会、自治会、商店街、学校ＰＴＡ等一定の区域の住民が構成又は参加する団体）

協議会（複数の地域団体）が定める事業実施計画に基づいて行う以下１～２の経費で区長が必要かつ適当と認めたものについ
て交付する。ただし協議会を構成する地域団体の区域が、区から安全・安心なまちづくり推進地区の指定を受けており、道路
上において事業を実施する場合は、当該道路及び設備の使用許可を受けており、補助対象となる防犯設備又は部品等は、地域
団体が当該地域の不特定多数の用に供せられる目的で整備するものであって、特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に
供せられるものでなく、また区長の定める管理上の指示等に従っているもの。
１．対象経費．(新規・増設・更新)
防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。）、防犯灯、防犯ベル、車両進入防止装置、防犯情報等の発信、注意喚起等を行
う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備又は部品の整備に関する経費(購入、賃借又は取付けに係る経費）
２．防犯カメラ維持経費

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

終了予定

一般財源

執行率（％）

経　過

開始年度 平成22年度

財源

予算・決算額推移（千円）

予算額（事業費）

決算額（令和３年度は見込み）

国

都

その他



単　位 台

目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 390 455 495 535

実績 390

R2 R3 R4 R5 R6 R7

575 615 655 695 730 765

単　位 件

目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 3310 3283 3240 3199

実績 3172 2848 2617 2368

R2 R3 R4 R5 R6 R7

3200 3093 3032 2971 2912 2800

1896

課題・問題点

　既存事業については更なる効率化などの改善を図り、また、新たな手口の犯罪や東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催に伴う新たな課題にも対応していく必要がある。

指標の選定理由及び目標値の理由

　区内刑法犯の認知件数が減少することで、安全・安心なまちづくりの進展が確認できる。

2,800 7

目標

実績

評価結果

現状維持

評価についての説明・今後の方向性等

地域で連携し、犯罪抑止力・対応力を高めていくには、地域と密接に関わりを持った事業

展開を進めていく必要があるため。また、防犯カメラの設置は地域の町会等からの要望に

よるもので設置の主体は行政ではなく、地域の町会等である。

指標の選定理由及び目標値の理由

補助金の

成果

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指　標 防犯カメラの設置台数

最終目標値

765 7

目標

実績

　防犯協会による防犯等の啓発事業数を把握することにより、地域の防犯意識の向上等の進展が確
認できる。

目 的 に

対する指標

(成果指標)

指　標 刑法犯の認知件数

最終目標値



補 助 金

名 称

根拠法令

補助概要

目 的

対 象

基 準

補助条件

議会質問

の状況

その他

特記事項

２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

750,000 750,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

750,000 750,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

750,000 750,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

防犯協会等補助金 主管課・係（担当）

墨田区防犯協会補助金交付要綱・墨田区暴力追放運動推進団体補助金交付要綱 安全支援課安全支援係

地域における防犯思想の普及向上、青少年の健全育成等の活動を行っている本所・向
島の両防犯協会及び錦糸町周辺地域の暴力犯罪等の防止活動を推進している錦糸町地
区暴力追放委員会に対して、その活動を支援するため、補助金を交付する。

3564

両防犯協会及び錦糸町地区暴力追放委員会に対して上記活動への支援を行うことによる安全・安心まちづくりの実現

防犯協会補助金
　本所防犯協会・向島防犯協会
暴力追放運動推進団体補助金
　錦糸町地区暴力追放委員会

区独自基準

防犯協会補助金
　１協会あたり補助額40万円
　地域における防犯思想の普及向上、青少年の健全育成等に関する事業の実施

暴力追放運動推進団体補助金
　補助額20万円
　錦糸町周辺地域の暴力犯罪等の防止活動、環境改善の推進

執行率（％）

［平成18年度～平成21年度］　本所・向島防犯協会　計160万円
［平成22年度～平成24年度］　本所・向島防犯協会及び錦糸町地区暴力追放委員会　計165万円
［平成25年度～令和2年度］ 　本所・向島防犯協会及び錦糸町地区暴力追放委員会　計650万円

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

補助額の変遷
・防犯協会補助金
　１協会あたり20万円（平成18年度～）→30万円（平成25年度～）→40万円（令和元年度～）
・暴力追放運動推進団体補助金
　15万円（平成21年度～）→20万円（令和元年度～）

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

予算・決算額推移（千円）

予算額（事業費）

決算額（令和３年度は見込み）

経　過

開始年度 平成18年度 終了予定

財源

国

都

その他

一般財源



単　位 回

目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 5

実績 5

R2 R3 R4 R5 R6 R7

5

5

単　位 件

目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 3310 3283 3240 3199

実績 3172 2848 2617 2368

R2 R3 R4 R5 R6 R7

3200 3093 3032 2971 2912 2800

1896

指標の選定理由及び目標値の理由

　防犯協会による防犯等の啓発事業数を把握することにより、地域の防犯意識の向上等の進展が確
認できる。

目 的 に

対する指標

(成果指標)

指　標 刑法犯の認知件数

最終目標値

2,800 7

目標

手 段 に

対する指標

(活動指標)

指　標 防犯協会による防犯・交通安全・暴力団追放事業の実施(累計)

最終目標値

50 7

課題・問題点

実績

指標の選定理由及び目標値の理由

　区内刑法犯の認知件数が減少することで、安全・安心なまちづくりの進展が確認できる。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

現状維持

　防犯協会が行う防犯意識の普及、青少年の健全育成活動、暴力追放運動推進団体が行う

暴力犯罪等の防止活動は、安全・安心なまちづくりの推進に資するものであるため、区と

して支援する必要がある。よって、引き続き防犯協会等への支援を行っていく。

補助金の

成果

目標

実績


